
 

 

介護保険に係るデータ分析・市町村支援業務委託 質問回答票（R7.7.8） 

 

 

 質問内容 回  答 

１ データ・システムに関する質問 

① 「見える化」システムの他に、県から提供いただける「各種データ

ソース」とは、具体的にどのようなデータ（例：ＫＤＢデータ、住

民基本台帳等）を想定されていますでしょうか。 

② また、データの利用にあたり、セキュリティ等の制約事項はありま

すでしょうか。 

 

① 現時点では、ＫＤＢデータを想定しています。 

 

 

② 委託契約締結時にお示しする、情報セキュリティ関連業務特記事項を

遵守していただきます。 

 

２ 業務範囲や費用に関する質問 

① 研修及び意見交換会（３回程度）を実施する際の、会場費や資料印

刷費、外部講師を招聘する場合の謝金等は、委託料に含める想定で

しょうか。 

② また、モデル自治体への伴走支援や現地調査に係る旅費は、委託料

に含めて積算すべきでしょうか。 

 

① お見込みの通りです。 

 

 

② お見込みの通りです。 

３ 連携体制に関する質問 

① モデル市町村（２自治体程度）の選定は、どのようなプロセスで行

われるご予定でしょうか。 

② 仕様書にある「定期的に事業の進捗報告や協議を行う」とは、どの

程度の頻度（例：月１回、２ヶ月に１回など）を想定されています

でしょうか。 

 

① 県から市町村へ伴走支援に係る参加募集の照会を行い、県でモデル市

町村を選定いたします。 

② 基本的に２ヶ月に１回程度を想定しておりますが、進捗状況やその必

要性等に応じてその頻度を見直す可能性はあります。 

４ 企画提案競技実施要領 

「５ 委託料の上限額」に「委託料の支払いは、委託業務完了後の精算

払いとする」とありますが、4点の質問があります。」 

① 「精算払い」とは、a)業務に掛かった経費分について請求できる

という意味でしょうか。もしくは、b)成果物の納品検査に合格す

れば契約額と増減が無い金額をお支払いいただけるという意味で

しょうか。 

② 請求時に費目の内訳を示す必要はございますか。 

③ 請求時に人件費の実績工数及び勤務報告書等の証跡を提出する必

要はございますか。 

④ 請求時に直接経費の支払い証跡を提出する必要はございますか。 

 

 

 

① 精算払いとは、委託業務終了後に提出していただいた成果物等に、県

が合格通知を出した場合、委託業務にかかった経費を委託契約金額の

範囲内でお支払いするものです。 

 

② 費目の内訳はお示しいただく必要があります。 

③ 提出の必要はありません。 

 

④ 提出の必要はありません。 

 



 

 

５ 委託仕様書 

「 （３）モデル自治体への伴走支援及び他の市町村への相談支援」で

は、モデル市町村への伴走支援先として２自治体程度を選定するとあり

ます。選定および協力依頼は貴県が行うものと考えておりますが、現時

点で候補と考える自治体案はございますか。候補案が無い場合、自治体

を選定する基準があればご教示ください。 

 

お見込みの通り、モデル市町村の選定及び協力依頼は県で行うこととして

おります。 

６ 「介護保険事業や高齢者施策等の課題等の検討のための研修及び意見交

換会」の形態について、「対面開催・オンライン開催・どちらでも可」

など想定があればご教示いただきたい。 

現時点では、対面開催を想定しています。 

７ 『地域包括ケア 「見える化」システムや各種データソースを活用して

データを分析』できるようにとのことだが、地域包括ケア 「見える

化」システムの他に、県・市町村で使用可能なデータソースはあるか。

あれば、データの概要や形式について可能な範囲でご教示いただきた

い。 

現時点では、ＫＤＢデータ（エクセルデータ）等を想定しています。 

その他のデータについては、市町村と協議の上、提供可能なものがあれば

提供させていただきます。 

８ データ提供時期をご教示いただきたい。 現時点では、９～10 月頃を想定しています。 

９ 県から提供されるデータはいずれも匿名化済情報だが、安全のため個人

情報と同等の保守的な取扱いを求めるものと理解すればよいか。 

お見込みのとおりです。 

委託契約締結時にお示しする、個人情報保護条例及び情報セキュリティ関

連業務特記事項を遵守していただきます。 

 


